
⾃由研削砥⽯の安全作業 
特別教育テキスト №No121700 

＜新旧対照表＞ 9 版 令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇ 
【補⾜事項】※「旧版」から「新版」への⽂章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
4 

 

上から 

3 ⾏⽬ 

 電動機の種類は単相⽤交流直巻電動機と単

相⽤（三相⽤）誘導電動機です。 

４ 上から 

3 ⾏⽬ 

 電動機の種類は単相⽤交流直巻電動機と単

相⽤または三相⽤誘導電動機です。 

11 図 1-8 （⾚枠部分を変更） 11 図 1-8  

  
12 上から

4 ⾏⽬ 

・・・とがないようにバイスに確実に固定し

ます。 

12 上から

4 ⾏⽬ 

・・・とがないようにバイスに確実に固定し

ます（図１−９参照）。 
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
15 図 1-10 （⾚枠部分を変更） 15 図 1-10  

  
17 表 （⾚枠部分を変更） 17 表  

  
23 上から 

23 ⾏ 

・・・にします（研削砥⽯は⽔分湿気に弱い

性質のため）。 

23 上から 

23 ⾏ 

・・・にします（研削砥⽯は⽔分、湿気に弱

い性質のため）。 
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
25 図 3-1 （⾚枠部分を変更） 25 図 3-1  

  

30 上から 

21 ⾏ 

※ 防じんマスクの選択、使⽤等に当っては、

粉じん保護具着⽤管理責任者の指導をうける

こと。 

30 上から 

21 ⾏ 

削除 

36 表 4-1 （⾚枠部分を変更） 36 表 4-1  
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
40 表 （⾚枠部分を変更） 40 表  
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
41 表 （⾚枠部分を変更） 41 表  
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
43 表 （⾚枠部分を変更） 43 表  
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
44 表 （⾚枠部分を変更） 44 表  
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
46 表 （⾚枠部分を変更） 46 表  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

9 
 
 

（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
47 表 （⾚枠部分を変更） 47 表  
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
49 表 （⾚枠部分を変更） 49 表  
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（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
50 表 （⾚枠部分を変更） 50 表  

  
54 安衛法 

第 3 条 

３ 建設⼯事の注⽂者等仕事を他⼈に請け負

わせる者は、施⼯⽅法、⼯期等について、

安全で衛⽣的な作業の遂⾏をそこなうおそ

れのある条件を附さないように配慮しなけ

ればならない。 

54 安衛法 

第 3 条 

３ 建設⼯事の注⽂者その他の仕事を他⼈に

請け負わせる者は、施⼯⽅法、作業⽅法、

⼯期、納期等について、安全で衛⽣的な作

業の遂⾏を損なうおそれのある条件を付さ

ないように配慮しなければならない。 

57 第 35 条 事業者は、労働者を雇い⼊れ、⼜は労働者の

作業内容を変更したときは、当該労働者に対

し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が

従事する業務に関する安全⼜は衛⽣のため必

要な事項について、 教育を⾏なわなければな

らない。ただし、令第２条第３号に掲げる業

種の事業場の労働者については、 第１号から

第４号までの事項についての教育を省略する

ことができる。 

57 第 35 条 削除 



 
 

12 
 
 

（旧版） 8 刷（令和 6 年 7 ⽉ 31 ⽇） （新版） 9 版（令和 7 年 11 ⽉ 14 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
61 追記 平成 17 年７ ⽉１ ⽇施⾏ 

⽯綿障害予防規則（平成 17 年厚⽣労働省令

第 21 号） 

61 追記 削除 

 


